
児童生徒性暴力等対策連絡協議会 

令 和 ７ 年 1 1 月 ５ 日 

健康福祉部子ども・子育て支援課  

 

保育所等における児童生徒性暴力等防止のための取組状況（情報提供） 

 

１ 保育所等における不適切保育等防止対策協議会の設置（県） 資料１ 

〇 保育所等における不適切な保育や虐待等の根絶に向けた取組等を推進する

ため、「島根県保育所等における不適切保育等防止対策協議会」を設置し、令

和 7 年８月に第１回の会議を開催 

 

２ 保育所等の虐待の通報義務化、虐待防止等ガイドライン改訂（国） 資料２ 

○ 児童福祉法等が一部改正され、児童養護施設等と同様、保育所等の職員によ

る虐待について、下記の規定が設けられた。（令和７年 10月１日施行） 

・虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務 

・都道府県等による事実確認や児童の安全な生活環境を確保するために必要

な措置 

・都道府県等による虐待の状況等の公表 等 

〇 「保育所や幼稚園等にける虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドラ 

イン」（こども家庭庁・文部科学省 令和７年８月改定）が示された。 

 

３ 保育施設向けの啓発・研修等の実施（県） 

○ 幼児教育施設の職員向け研修において「不適切保育・重大事故の法的問題と

リスクマネジメント」について、弁護士による研修を実施 

対象：保育施設の管理職及び中堅教諭等 

講師：野島 和朋 弁護士 

日時・会場：令和７年６月・オンライン 

主催：幼児教育センター（子ども・子育て支援課、学校教育課） 

○“保育士等の働きやすい職場づくりセミナー”のテーマの１つとして 

「子どもの性被害の現状と性犯罪から子ども達を守るための基礎知識」を設

定し、研修を実施 

対象：保育施設の管理職、勤務保育士等  講師：県警本部職員 

日時・会場：令和７年８月・あすてらす（大田市） 

主催：子ども・子育て支援課 

○ 保育所等監査において下記の事項を確認、指導 

※ 虐待と疑われる事案を市町村、県へ相談・通報を行っているか。 

※ 「児童生徒性暴力等からこどもたちを守るために」県リーフレット型ガイ

ドラインを職員周知、掲示等により活用しているか 

※ ホームページ等に掲載していう児童の画像について、性的な部位を含む

画像を掲載しないなど、こどもの権利を守る観点から配慮しているか。 
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